
■■一般健康診断
労働安全衛生規則第43～47条によって事業主が実施することが義務づけられている健康診断。定期健

康診断、雇入時の健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検
便・歯科医師による健診などがある。

産業保健において基本となる健診であり、当協会では検査～評価～集団特性を含む結果報告から事後
フォローまで一貰したサービスを提供。事業場と労働者のQOLの向上を支援している。

令和 ５（2023）年度、当協会では1,933団体、23万7,961名に健診を実施した。また中小事業場が主体で
ある全国健康保険協会の生活習慣病予防健診を2,398団体、22,247名が受診している。

■■特定健康診査
平成20（2008）年度施行の「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく40歳以上を対象とする健康診

査。メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診で、実施本体は保険者となるが、当協
会ではその大半が労働安全衛生法の健診として併用実施している。

生活習慣病予防のための特定健康診査の実施総数は被保険者で113,740名、被扶養者は3,635名であ
り、117,375名であった。契約体系別でみると個別契約が95.2％、集合契約が4.8％、保険者別の実施割
合は組合健康保険80.3％、全国健康保険協会16.5％、国民健康保険3.2％となっている。

■■特定保健指導
平成20（2008）年度施行の「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく40歳以上を対象とする保健指

導。特定健康診査のリスクに応じて「動機付け支援」と「積極的支援」があり、保健師または管理栄養
士が対応する。実施主体は保険者となる。当協会は対象者の ９ 割以上が労働者であるため、労働者の所
属している事業場と医療保険者両者の生活習慣病予防に寄与できるよう、産業看護職の視点から連携し
ている。

平成20（2008）年度から保健指導品質管理システムを導入し、保健指導サービスの品質管理に関する方
針を設定。マニュアルに沿って委員会活動、内部監査を実施し、保健指導や運営全体の質の管理をして
いる。

第 ３ 期特定健診・特定保健指導では、健康診断当日の初回面接を推奨している。対象者の健康意識が
高まり、利便性がよく実施率の向上につながるためである。当協会では、初回面接の分割実施と階層化
の後に実施する ２ 種類がある。

また、遠隔支援では、面接にビデオ通話を導入している。保健指導を標準化し、質を担保している。
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■■骨粗しょう症予防検査
骨密度の減少を早期に発見し、将来の骨粗しょう症への進行を防止することを目的に踵骨超音波を利

用した骨密度測定をしている。測定結果は、 ７ 段階（異常なし・軽度注意①・軽度注意②・要注意①・
要注意②・要精検・要治療）で判定している（表 ２ ・表 ３ ）。

またこの検査は、一般健診、人間ドックのオプション検査項目としても実施し、骨密度の低い人に
は、医師や保健師、管理栄養士が予防のためのサポートをしている。施設に設置した骨粗しょう症外来
では、受診者の経年変化も追っている。

■■歯科健康診査
一口腔単位の（口腔全体を対象とした）健康診査。一般健診と同時に実施。歯科医師による診査、指導

および結果報告として実施される。
健診内容は、基本診査項目として歯と歯周組織を中心に診査し、関連項目として口腔粘膜、舌、顎関

節等についても実施する。評価は「異常なし」「要注意」「要予防処置」「要検査」「要治療」「治療中」
「その他」として総合評価を実施する。

歯の診査は、う蝕の有無、処置（治療経験）有無、要治療歯等の有無を診査し、歯周組織はCPI（Com-
munity Periodontal Index）で評価。CPIは歯周疾患の重症度の評価方法で、Code ０ を正常、以下、
１ ：出血あり、 ２ ：歯石あり、 ３ ： ４〜  ５ mmの歯周ポケットあり、 ４ ： ６ mm以上の歯周ポケットの
存在を重症度として評価する。これは治療必要度の分類でもある。口腔の細菌学的評価として、平成30

（2018）年度より歯科用細菌カウンターによる口腔細菌数の評価も実施している。菌数レベルで ７ 段階に
評価し、歯科健康意識の向上および歯科受診のインセンティブとして利用している。

令和 ６ 年度から開始された健康日本21（第 ３ 次）では、令和14年度までに歯科検診の受診率を95％まで
引き上げることが目標とされており、今後、受診率向上に向けた取り組みの強化が期待される。

■■精密総合健診（人間ドック）
がん検診を含む日帰り方式の人間ドック。基本コースに加え多彩なオプション検査メニューが用意さ

れ、受診者の希望にそって付加できる。全受診者に当日結果説明を行い、特定保健指導も当日実施され
拡充に取り組んでいる。令和 ５ 年度の特定保健指導（動機付け・積極的支援）は前年度より ２ 割強増加し
た。また、胃内視鏡検査の実施枠を拡大しており、令和 ５ 年度は人間ドックで胃検査を受けた方のうち
内視鏡による検査が52.3％と過半数を占めた。今後も枠の拡大を目指している。コロナ禍（令和 ２ 年度
から ４ 年度）においては、肺機能検査を中止していたが、令和 ５ 年度から感染症対策としてクリーン
パーテーション（空気清浄器）を設置し、検査を再開した。

健診結果の分析では、総合判定区分の分布は例年通りで著変ないが、判定ＡまたはＢのみのいわゆる
『Super normal』の受診者は １ ％に満たない。脂肪肝の増加、血圧の低下傾向は継続してみられてい
る。がん発見率は0.4％前後で変わらず推移している。
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